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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　補綴構造体とインプラント構造体又は継歯とを連結する連結装置（３；３７）であって
、
　該連結装置（３；３７）は保持シェル（２；２７）と保定インサート（１；１７；１８
；１９）とを有し、
　前記保定インサート（１；１７；１８；１９）は、端部側（１２；１２７；１２８；１
２９）と、それから突出する実質的にリング形状の保定リム（１１；１１７；１１８；１
１９）とを有し、
　前記保持シェル（２；２７）は、端部側（２２；２２７）と、それから突出する実質的
にリング形状の保持リム（２１；２１７）とを有し、
　前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２１；２１７）及び前記端部側（２２；
２２７）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１
７；１１８；１１９）の外表面（１１４；１１４７；１１４８；１１４９）が前記保持シ
ェル（２；２７）の前記保持リム（２１；２１７）の内表面（２１２；２１２７）に隣接
するように、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）を内部に配置することができ
るリテーナーを形成し、
　前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８
；１１９）の前記外表面（１１４；１１４７；１１４８；１１４９）は、前記保定インサ
ート（１；１７；１８；１９）が前記保持シェル（２；２７）の前記リテーナー内に配置
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されているとき、及び、前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２１；２１７）と
、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８
；１１９）と、に対して径方向力が作用していないときに、前記保持シェル（２；２７）
の前記保持リム（２１；２１７）の前記内表面（２１２；２１２７）に対し、少なくとも
部分的に離間するとともに隣接し、
　前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８
；１１９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１
１７；１１８；１１９）の前記外表面（１１４；１１４７；１１４８；１１４９）から径
方向に突出する突起（１３；１３７；１３８；１３９）を有し、前記保持シェル（２；２
７）の前記保持リム（２１；２１７）は、前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（
２１；２１７）の前記内表面（２１２；２１２７）から径方向に延在している対応する溝
（２３；２３７）を有する、
　補綴構造体とインプラント構造体又は継歯とを連結する連結装置（３；３７）。
【請求項２】
　請求項１に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定インサート（１；１７；１
８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前記外表面（１１４；１
１４７；１１４８；１１４９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記
保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前記外表面（１１４；１１４７；１１４８
；１１４９）が、前記連結装置（３；３７）の中心軸（１５、２５；１５７、２５７）の
方向に前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２１；２１７）の前記内表面（２１
２；２１２７）よりも大きく傾いていることで、前記保持シェル（２；２７）の前記保持
リム（２１；２１７）の前記内表面（２１２；２１２７）に対し、少なくとも部分的に離
間するとともに隣接する連結装置（３；３７）。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定インサート（１；１
７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）は、前記保定インサ
ート（１；１７；１８；１９）の前記端部側（１２；１２７；１２８；１２９）に面しな
い前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の端部から始まるとともに前記保定イ
ンサート（１；１７；１８；１９）の前記端部側（１２；１２７；１２８；１２９）の方
向に延在している凹部（１１１；１１１７；１１１８；１１１９）を有する連結装置（３
；３７）。
【請求項４】
　請求項３に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定インサート（１；１７；１
８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前記凹部（１１１；１１
１７；１１１８；１１１９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保
定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の幅の少なくとも５０％にわたって延在してい
る連結装置（３；３７）。
【請求項５】
　請求項３に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定インサート（１；１７；１
８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前記凹部（１１１；１１
１７；１１１８；１１１９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保
定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の幅の少なくとも７０％にわたって延在してい
る連結装置（３；３７）。
【請求項６】
　請求項３に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定インサート（１；１７；１
８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前記凹部（１１１；１１
１７；１１１８；１１１９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保
定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の幅の少なくとも８０％にわたって延在してい
る連結装置（３；３７）。
【請求項７】
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　請求項３から６のいずれか１項に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定イン
サート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）は、
３つ、４つ、５つ又は６つの凹部（１１１；１１１７；１１１８；１１１９）を有する連
結装置（３；３７）。
【請求項８】
　請求項１に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定インサート（１；１７；１
８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前記突起（１３；１３７
；１３８；１３９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）が前記保持シェル
（２；２７）の前記リテーナー内に配置されているとき、及び、前記保持シェル（２；２
７）の前記保持リム（２１；２１７）と、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）
の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）と、に対して径方向力が作用していな
いときに、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）が前記保持シェル（２；２７）
内に取り外し可能に保持されるように、前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２
１；２１７）の前記溝（２３；２３７）内に配置可能である連結装置（３；３７）。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定イン
サート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前
記突起（１３；１３７；１３８；１３９）は、実質的に平面的な突起支持面（１３１；１
３１７；１３１８；１３１９）を有し、前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２
１；２１７）の前記溝（２３；２３７）は、実質的に平面的な溝支持面（２３１；２３１
７）を有し、前記突起支持面（１３１；１３１７；１３１８；１３１９）の一部は、前記
保定インサート（１；１７；１８；１９）が前記保持シェル（２；２７）の前記リテーナ
ー内に配置されているとき、及び、前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２１；
２１７）と、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１
７；１１８；１１９）と、に対して径方向力が作用していないときに、前記溝支持面（２
３１；２３１７）の一部と接触し、該溝支持面（２３１；２３１７）は、前記保定インサ
ート（１；１７；１８；１９）に面するその端部に向かって曲線状になっており、及び／
又は前記突起支持面（１３１；１３１７；１３１８；１３１９）は、前記保持シェル（２
；２７）に面するその端部に向かって曲線状になっている連結装置（３；３７）。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定イン
サート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）の前
記突起（１３；１３７；１３８；１３９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１
９）が前記保持シェル（２；２７）の前記リテーナー内に配置されているとき、及び、前
記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１
１９）に対して前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２１；２１７）の方向に、
及び／又は前記保持シェル（２；２７）の前記保持リム（２１；２１７）に対して前記保
定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９
）の方向に径方向力が作用しているときに、前記保定インサート（１；１７；１８；１９
）が前記保持シェル（２；２７）と恒久的に連結されるように、前記保持シェル（２；２
７）の前記保持リム（２１；２１７）の前記溝（２３；２３７）内に配置することができ
る連結装置（３；３７）。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定イ
ンサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７；１１８；１１９）は
、前記外表面（１１４；１１４７；１１４８；１１４９）とは反対側の内表面（１１２、
１１３；１１２７、１１３７；１１２８、１１３８；１１２９、１１３９）を有し、前記
内表面（１１２、１１３；１１２７、１１３７；１１２８、１１３８；１１２９、１１３
９）は、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記端部側（１２；１２７；１
２８；１２９）に面しない前記端部に向かって曲線状になっている連結装置（３；３７）
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。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか１項に記載の連結装置（３；３７）であって、前記保定イ
ンサート（１；１７；１８；１９）及び／又は前記保持シェル（２；２７）は、生体適合
性の高分子材料から作製される連結装置（３；３７）。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の連結装置（３；３７）であって、前記生体適合性の高分子材料がポ
リエーテルエーテルケトンである連結装置（３；３７）。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の連結装置（３；３７）であって、係合溝（１
１５７）が、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１
７；１１８；１１９）の前記外表面（１１４；１１４７；１１４８；１１４９）に形成さ
れており、前記保定インサート（１；１７；１８；１９）の前記保定リム（１１；１１７
；１１８；１１９）の外周全体にわたって延在している連結装置（３；３７）。
【請求項１５】
　保定インサート（１；１７；１８；１９）であって、請求項１から１４のいずれか１項
に記載の、補綴構造体とインプラント構造体とを連結する連結装置（３；３７）の保定イ
ンサート（１；１７；１８；１９）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連結装置、並びに対応する保定（retention）インサート、対応する方法及
び対応する取り付け具に関する。この種の連結装置、すなわち保持シェルと保定インサー
トとを有する連結装置、保持シェルが、端部側と、端部側から突出する実質的にリング形
状の保持リムとを有し、保定インサートが、端部側と、端部側から突出する実質的にリン
グ形状の保持リムとを有する連結装置、また保持シェルの保持リム及び端部側がリテーナ
ーを形成し、リテーナーの内部に保定インサートが、保定インサートの保持リムの外表面
が保持シェルの保持リムの内表面に隣接して位置付けられるように配置できる連結装置は
、歯科用補綴構造体（prosthesis structure）と歯科インプラント構造体又は継歯とを連
結するのに用いることができる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、歯科では通例として、損傷した歯又は疾患のある歯が義歯と取り換えられる。そ
のような義歯は、１本の歯のため、複数本の歯を合わせて又は総義歯として、種々の方法
で構成することができる。そのような義歯は多くの場合に、インプラント構造体と補綴構
造体とを有する。補綴構造体は、担持材としての合成補綴材と、合成補綴材に取着される
１つ又は複数の歯冠とを有することができる。インプラント構造体は、一部材として形成
することができるか、又はより多くの部材からなることもでき、二部材構造体は通常、歯
科インプラントとコネクターまたはアバットメントとをそれぞれ有する。さらに、インプ
ラント構造体は、幾つかの歯科インプラントにわたって顎骨と連結されるウェブ（web）
も有することができる。歯科インプラントまたはインプラント構造体全体は、患者の顎骨
の目標個所に歯の人工歯根として植え付けられる。このために、顎骨は、例えば骨質が形
成される（骨接合）か、若しくは人工組織と取り換えられるという点、及び／又は顎骨の
目標個所に穿孔が設けられるという点において、予め部分的に処置される。次に、歯科イ
ンプラントすなわちインプラント構造体は一般的に、例えばねじによって骨内歯科インプ
ラントとして顎骨に螺入されるか、又は単に顎骨に入れられる。通常は３ヶ月～６ヶ月以
内に、歯科インプラントすなわちインプラント構造体と周囲の顎骨が結合して密接した強
固な担持ユニットを形成する。このプロセスはオッセオインテグレーションと称される。
歯科インプラントすなわちインプラント構造体は通常、チタンから作製されるか、又はセ
ラミック材料からも作製される。可能であれば、歯科インプラントの代わりに、継歯も補
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綴構造体と連結し、この場合、連結のために、歯又は歯の残りの部分にキャップを取着す
る。以下では、分かりやすくするために継歯に別途言及することはないが、継歯は、言及
されるインプラント構造体の代わりとして用いることもできる。
【０００３】
　近年、植え付けられたインプラント構造体に補綴構造体を取り付けるために複数の異な
る連結構造が用いられている。快適な取り外しが可能な連結のために、特にスナップ係合
構造が用いられており、この場合、インプラント構造体は雌型部材又は雄型部材を有し、
補綴構造体は対応する雄型部材又は雌型部材を有する。例えば、特許文献１は、そのよう
な連結構造としてスナップ係合システムを記載している。それによって、インプラント構
造体は、例えば一部材として形成され、平坦な端部と外方へ隆起している隣接部分とを有
するヘッドを有する。さらに、平坦な端部の方向に開口しているホルダーがヘッドの中心
に設けられている。補綴構造体は、合成材料から作製される保持部と、チタンから作製さ
れるキャップとを有する。保持部は実質的にカップ形状であり、保持部のリムの内面はイ
ンプラント構造体のヘッドの隆起している部分に合致して形成される。保持部は、ヘッド
のホルダーに対応する中心支柱を更に有する。さらに、キャップも実質的にカップ形状で
あり、キャップのリムの内面は保持部のリムの外面に合致して形成される。補綴構造体と
インプラント構造体とを連結するために、通常は最初に保持部がキャップ内に圧され、こ
こで保持部のリムは内方へ変形し、保持部がキャップ内に配置されると再び拡張する。次
に、キャップが保持部とともにインプラント構造体のヘッドに押し付けられ、ここで、保
持部のリム及び支柱の双方は変形し、補綴構造体がインプラント構造体のヘッドに配置さ
れると、可能な限り拡張する。
【０００４】
　近年、義歯において生じることが多い問題は、歯科インプラントすなわちインプラント
構造体の位置が、例えば顎骨の状態、可能性のあるオッセオインテグレーションの進行、
及び特に正確な挿入等の種々の要因に依存するという事実である。したがって、近年では
、インプラント構造体を所望の目標個所及び所望の目標位置に正確に配置すること、及び
インプラント構造体と補綴構造体とを連結することが常に可能というわけでない。この問
題は、例えば複数本の歯を取り換えることが意図されているとともに、可能な限り平行に
される複数のインプラント構造体によって患者の顎骨と連結される補綴構造体に、更なる
関連性がある。
【０００５】
　それにも反して補綴構造体とインプラント構造体との確実な連結を可能にするために、
前述の連結構造は、埋め込まれるインプラント構造体の逸れの補償を或る程度まで可能に
するように部分的に構成されている。例えば、記載されているスナップ係合システムの保
持部は通常、比較的柔らかく弾性であるため、非平行（disparallel）に埋め込まれたイ
ンプラント構造体の軸方向の逸れを補償することが或る程度まで可能である。時には、様
々な硬さを有する材料から作製された類似の保持部のセットも市販されているため、補綴
構造体の装着中に、インプラント構造体の非平行（disparallelism）の度合いに応じて適
切な保持部を選択することが可能である。しかし、補綴構造体の装着中の保持部のそのよ
うな選択及び適合には、保持部の様々な硬さを試す必要があることが多く、これは困難で
あるとともに労力を要する可能性がある。さらに、保持部は、対応するキャップに取り付
けられ、また対応するキャップから取り外されるときに、前述した変形に起因して圧搾さ
れて損傷も受け、これが保持部の高消耗につながる可能性がある。さらに、補綴構造体の
日常使用中に、前述の補償機能の結果として、保持体が変形並びに補綴構造体の不均一な
取り付け及び取り外しによって非常に大きく歪むため、保持体を定期的に取り替えなけれ
ばならず、これは労力を要するとともに費用が高くつく可能性がある。最後に、汚れ粒子
が、保持部の変形によって形成される中空のスペース内に集まる可能性があり、これはた
いてい望ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】国際公開第２０１０／０２５０３４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、補綴構造体とインプラント構造体又は継歯とを連結する
連結装置、及び対応する保定インサートを提案することであり、これらの手段によって、
補綴構造体を患者の口内において比較的容易にかつ効率的に取り付け、また取り外すこと
ができ、これらは特定の状態に比較的容易に適合することができ、これらにおいては保定
インサートを比較的容易にかつ優しく取り替えることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によると、この目的は、独立請求項１に規定されている連結装置、独立請求項１
３に規定されている保定インサート、独立請求項１４に規定されている方法、及び独立請
求項１５に規定されている取り付け具によって達成される。本発明の有利な実施の形態を
本明細書において以下で説明する。
【０００９】
　本発明の主旨は以下の通りである：補綴構造体とインプラント構造体又は継歯とを連結
する連結装置が、保持シェルと保定インサートとを有する。保定インサートは、端部側と
、それから突出する実質的にリング形状の保定リムとを有し、保持シェルは、端部側と、
それから突出する実質的にリング形状の保持リムとを有する。保持シェルの保持リム及び
端部側は、保定インサートの保定リムの外表面が保持シェルの保持リムの内表面に隣接し
て位置するように、保定インサートを内部に配置することができるリテーナーを形成する
。保定インサートの保定リムの外表面は、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に
配置されているとき、及び、保持シェルの保持リムと、保定インサートの保定リムと、に
対して径方向力が実質的に作用していないときに、保持シェルの保持リムの内表面から少
なくとも部分的に離間するとともに保持シェルの保持リムの内表面に隣接するように配置
される。これに関連して、「径方向力」という用語は、保持リムが保定リムの方向に押圧
され、及び／又は特に保定リムが保持リムの方向に押圧されるように、保持リム及び／又
は保定リムに対して径方向に作用する力を指す。最初の状況に応じて、インプラント構造
体及び継歯を互いに対して二者択一的に用いることができる。以下では、継歯は明示的に
は言及しない。しかし、それらは、インプラント構造体が言及される場合に代替手段とし
て含まれる。特に、以下では、これに関連して「インプラント構造体」という用語は継歯
も有する。
【００１０】
　連結装置は、特にスナップ係合連結部の雌型部材として提供することができる。この種
の連結装置は、約９ｍｍと約３ｍｍとの間、又は約７ｍｍと約４ｍｍとの間、又は約６ｍ
ｍと約５ｍｍとの間、特に約５．５ｍｍの全幅を有することができる。さらに、それらは
、約１ｍｍと約３ｍｍとの間、又は約１．５ｍｍと約２．５ｍｍとの間、特に約２ｍｍの
高さを有することができる。保定リムの外表面及び保持リムの内表面は、任意の好適な形
状、例えば実質的に平面的な形状又は実質的に湾曲した形状を有することができる。補綴
構造体は、特に複数本の歯の補綴物であるものとすることができる。連結装置を用いるこ
とによって、保持シェルを補綴構造体としっかりと連結することができ、例えばそれは合
成補綴材の鋳造品であるものとすることができる。保持シェルは、補綴構造体との適切な
連結を可能にするために、その外表面上に１つ又は複数のノッチ等の好適な手段を備える
こともできる。インプラント構造体は、１つ又は複数の部材からなることができ、この場
合、それは例えばねじ形状のインプラント体と、インプラント体上に配置されているコネ
クターすなわちアバットメントとを有することができる。アバットメントは、スナップ係
合連結部の雄型部材を有するヘッドを有することができる。保持シェル及び保定インサー
トは実質的にカップ形状であるものとすることができ、インプラント構造体の雄型部材と
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連結されるのに特に適している。保持シェル及び保定インサートの端部側は、実質的にデ
ィスク形状であり、開口を有するか又は完全に閉じているものとすることができる。保持
リムは、保持シェルの端部側の外周から実質的に直角に突出することができる。
【００１１】
　隣接する保定リムの外表面及び保持リムの内表面は、保持シェルの保持リム及び保定イ
ンサートの保定リムに対して径方向力が実質的に作用していないときに、互いに少なくと
も部分的に接触せず、互いから離間することで、とりわけ、連結装置がインプラント構造
体にまだ配置されていないときに保定インサートを保持シェルと比較的緩く連結すること
を達成することができる。有利なことに、この緩い連結は、保定インサートを保持シェル
内で保持するのに十分であり、したがって快適な取扱いが可能になる。この緩い連結は、
保定インサートを、かなり変形させるか又は何らかの他の方法で歪ませる必要なく、比較
的容易に保持シェルから取り出すこと及び保持シェルに挿入することを可能にすることが
できる。したがって、保定インサートを優しく挿入すること及び取り出すことが可能であ
り、このことは、連結装置の適応性及び寿命を高めることができる。
【００１２】
　次に、例えば雄型のヘッドが保持体に挿入又はスナップ嵌めされるように、連結装置が
意図どおりにインプラント構造体と連結されると、径方向力がヘッドから保持体の保定リ
ムに対して作用することができる。これらの力は、保定リムを保持シェルの保持リムの方
向に押圧することができるため、保定リムは保持リムの方向に移される。それによって、
保定リムは、相当に圧搾されるか又は同様に変形されることなく、保持リムの方向に弾性
的に移されることが可能である。したがって、保持体は、補綴構造体が連結装置によって
インプラント構造体と連結されるとき、保持シェルとしっかりと連結することができる。
同時に、ばね力が、移動した保定リムからヘッドに対して作用することができるため、連
結装置はヘッドにクランプされる。さらに、保持体の保定リムは、補綴構造体がインプラ
ント構造体から取り外された後でその元の位置に弾性的に戻ることができるため、保持体
は比較的僅かしか歪まず、比較的長い寿命を有することができる。最後に、保定リムは、
保持リムの方向に外周に沿って不均一に移動させることもできるため、インプラント構造
体の不正確な位置、特に非平行を、保持体をかなり圧搾するか又は同様に変形させること
なく補償することができる。
【００１３】
　好ましくは、連結装置において、保定インサートの保定リムの外表面は、保定インサー
トの保定リムの外表面が、連結装置の中心軸の方向に保持シェルの保持リムの内表面より
も大きく傾いていることで、保持シェルの保持リムの内表面から少なくとも部分的に離間
するとともに保持シェルの保持リムの内表面に隣接する。これに関連して、「中心軸」は
、それぞれの端部側に対して実質的に垂直に延在している保持シェル又は保定インサート
の中心軸又は長手方向軸又は回転軸に相当し、特に、それぞれの端部側が例えば実質的に
ディスク形状である場合にこの端部側の中心を通って垂直に延在している。これに関連し
て、「連結装置の中心軸の方向に傾いた」という語句は、保定リムの外表面又は保持リム
の内表面の、対応する端部側に対する傾きに関連する。この傾きは、保定リムの外表面又
は保持リムの内表面と対応する端部側との間の角度と関連付けることができ、この場合、
保定リムの外表面と対応する端部側との間の角度は、本発明によると、保持リムの内表面
と対応する端部側との間の角度よりも小さい。言及した、保持リムの内表面の傾きと比較
して、より急な保定リムの外表面の傾きは、保定リムの外表面と保持リムの内表面との間
におけるスペースの形成につながることができ、このスペースは、対応する端部側から始
まってサイズが増大することができる。本発明によると、隣接する、保定リムの外表面及
び保持リムの内表面はしたがって、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に配置さ
れているとき、及び、保持シェルの保持リムと、保定インサートの保定リムと、に対して
径方向力が実質的に作用していないときに、互いに少なくとも部分的に接触せず、互いか
ら離間している。
【００１４】
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　連結装置の保定インサートの保定リムは、有利には、保定インサートの端部側に面しな
い保定リムの端部から始まるとともに保定インサートの端部側の方向に延在している凹部
を有する。保定リムまた、外周方向に交互になっている薄板部と凹部とを有することがで
きる。そのような凹部は、所与の材料の保定インサートの変形性又は弾性、したがって硬
さの程度を決める働きをすることができる。特に、類似する保定インサートには異なる数
の凹部を設けることができ、この場合、保定インサートの硬さは、凹部の数が少なくなる
につれて大きくなる。同じ種類の保定インサートの異なる硬さの程度は、異なって色付け
された保定インサートによって容易に示すことができる。
【００１５】
　好ましくは、連結装置の保定インサートの保定リムの凹部は、保定インサートの保定リ
ムの幅の少なくとも約５０％にわたって、好ましくは保定インサートの保定リムの幅の少
なくとも約７０％にわたって、特に保定インサートの保定リムの幅の少なくとも約８０％
にわたって延在している。そのような凹部は、リテーナー間に配置されている薄板の適切
な弾性的な可動性を可能にすることができる。保定インサートの保定リムは好ましくは、
３つ、４つ、５つ、６つ又はそれ以上の凹部を有する。そのような複数の凹部によって、
外周方向への等間隔の配置が可能となり、必然的に保定インサートを比較的容易に製造す
ることができる。
【００１６】
　有利には、連結装置の保定インサートの保定リムは、保定インサートの保定リムの外表
面から径方向に突出する突起を有し、保持シェルの保持リムは、保持シェルの保持リムの
内表面から径方向に延在している対応する溝を有する。突起及び溝は、特に、保定リム又
は保持リムの実質的に外周全体に沿って延在することができる。そのような突起及びその
ような対応する溝によって、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に配置されてい
るとき、及び、径方向力が保持シェルの保持リム及び／又は保定インサートの保定リムに
対して作用しているときに、保定インサートが保持シェルとしっかりと連結されることを
比較的容易に達成することができる。
【００１７】
　それによって、保定インサートの保定リムの突起は好ましくは、保定インサートが保持
シェルのリテーナー内に配置されているとき、及び、保持シェルの保持リムと、保定イン
サートの保定リムと、に対して径方向力が実質的に全く作用していないときに、保定イン
サートが保持シェル内に取り外し可能に保持されるように、保持シェルの保持リムの溝内
に配置可能である。特に、突起はこのように、保持シェルの保持リム及び保定インサート
の保定リムに対して径方向力が実質的に作用していないときに溝内に部分的にのみ配置す
ることができるため、保定インサートは、その中に保持されるよう保持シェル内に十分に
しっかりと保持されるが、それにもかかわらず、保持シェルから容易に取り出し可能であ
るように保持シェル内に十分に緩く保持される。
【００１８】
　好ましくは、保定インサートの保定リムの突起は、実質的に平面的な突起支持面を有し
、保持シェルの保持リムの溝は、実質的に平面的な溝支持面を有し、突起支持面の一部は
、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に配置されているとき、及び、保持シェル
の保持リムと、保定インサートの保定リムと、に対して径方向力が実質的に作用していな
いときに、溝支持面の一部と接触し、溝支持面は、保定インサートに面するその端部に向
かって曲線状になっており、及び／又は突起支持面は、保持シェルに面するその端部に向
かって曲線状になっている。特に、溝支持面は、突起支持面から離れるように曲線状にな
っているものとすることができ、突起支持面は、溝支持面から離れるように曲線状になっ
ているものとすることができる。保定インサートの突起の突起支持面は特に、保定インサ
ートの端部側に実質的に面しないように構成することができ、保持シェルの溝の溝支持面
は、保持シェルの端部側に向かって実質的に面するように構成することができる。そのよ
うな曲線状になっている溝支持面及び／又は突起支持面によって、保定インサートと保持
シェルとの間に適切な支持であるがそれにもかかわらず容易に解除可能な連結を実現する
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ことができる。
【００１９】
　有利には、保定インサートの保定リムの突起は、保定インサートが保持シェルのリテー
ナー内に配置されているとき、及び、径方向力が、保定インサートの保定リムに対して保
持シェルの保持リムの方向に、及び／又は保持シェルの保持リムに対して保定インサート
の保定リムの方向に作用しているときに、保定インサートが保持シェルと恒久的に連結さ
れるように、保持シェルの保持リムの溝内に配置することができる。例えば、力が保持リ
ムに対して保定リムの方向に作用しているとき、及び／又は特に力が保定リムに対して保
持リムの方向に作用しているときに、保持リム及び保定リムは、突起が溝内に更に又は完
全に配置され、したがって保定インサートが保持シェルと恒久的に又はしっかりと連結さ
れるように、互いに対して移動することができる。径方向力は、保定リムに加えることが
できるか、又はインプラント構造体のヘッドの雄型部材によって維持することができる。
【００２０】
　連結装置の保定インサートの保定リムは好ましくは、外表面とは反対側の内表面を有し
、内表面は、保定インサートの端部側に面しない端部に向かって曲線状になっている。保
定リムのそのような曲線状になっている形状によって、一方では、連結装置が、スナップ
係合連結部の雄型部材又はインプラント構造体のヘッドに配置されているときにセンタリ
ングされ、他方では、この配置中に、力が保定リムに対して保持リムの方向に連続的に加
わることが可能である。この力は、配置が完了した後でも維持されるため、保定リムは保
持リムの方向に押圧されるとともに移動され、したがって保定インサートと保持シェルと
の間の恒久的な又はしっかりとした連結が可能である。
【００２１】
　好ましくは、保定インサート及び／又は保持シェルは、生体適合性の高分子材料、特に
ポリエーテルエーテルケトンから作製される。それにより、ポリエーテルエーテルケトン
は、口内に少なくとも３０日間留めることが公的機関によって認められたポリエーテルエ
ーテルケトンとすることができる。そのようなポリエーテルエーテルケトンは、加えて、
適切に色付けすることができる。他の可能な生体適合性材料は、ポリヘキサメチレンアジ
ピン酸アミド等のポリアミドである。この種の連結装置は容易に製造することができる。
さらに、特に明色の、好ましくは歯肉の色の材料の保持シェルも製造することが可能であ
るため、連結装置は好ましくは患者の口内では容易には見えない。さらに、そのような連
結装置は、用いられる材料に関する特定の要件が存在する、特にチタンの使用が認められ
ていないホリスティック医学においても用いることができる。しかし、代替的には保持シ
ェルはチタンからも作製することができる。
【００２２】
　好ましくは、係合溝が、保定インサートの保定リムの外表面に形成されており、好まし
くは、保定インサートの保定リムの外周全体にわたって延在している。そのような係合溝
は、保定インサートを取り付け具等の好適な工具によって効率的に保持することを可能に
する。例えば、このことは、保定インサートを保持シェルから単純かつ効率的に取り外す
ことを可能にすることができる。
【００２３】
　本発明の更なる態様は、上述した補綴構造体とインプラント構造体とを連結する連結装
置の保定インサートに関する。
【００２４】
　好ましくは、保定インサートは、端部側と、端部側から突出する実質的にリング形状の
保定リムとを有し、保定インサートの保定リムの外表面が保持シェルの保持リムの内表面
に隣接するように、保持シェルの保持リム及び端部側によって形成される保持シェルのリ
テーナー内に配置されるようになっている。保定インサートは、保定インサートが保持シ
ェルのリテーナー内に配置されているとき、及び、保持シェルの保持リムと、保定インサ
ートの保定リムと、に対して径方向力が実質的に作用していないときに、保定インサート
の保定リムの外表面が保持シェルの保持リムの内表面から少なくとも部分的に離間すると
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ともに保持シェルの保持リムの内表面に隣接するように構成されている。有利には、保定
インサートは、保定インサートの保定リムの外表面が連結装置の中心軸の方向に保持シェ
ルの保持リムの内表面よりも大きく傾いていることで、保定インサートの保定リムの外表
面が保持シェルの保持リムの内表面から少なくとも部分的に離間するとともに保持シェル
の保持リムの内表面に隣接するように構成されている。
【００２５】
　保定リムは好ましくは、端部側に面しない端部において始まるとともに端部側の方向に
延在している凹部を有する。したがって、保定リムの凹部は有利には、保定リムの幅の少
なくとも約５０％にわたって、好ましくは保定リムの幅の少なくとも約７０％にわたって
、特に保定リムの幅の少なくとも約８０％にわたって延在している。保定リムは好ましく
は、３つ、４つ又は６つの凹部を有する。
【００２６】
　保定リムは有利には、保定リムの外表面から径方向に突出する突起を有し、この突起は
、保持シェルの保持リムの内表面から延在している溝に対応するように構成されている。
保定リムの突起は好ましくは、保持シェルの保持リムの溝内に配置することができるため
、保定インサートは、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に配置されているとき
、及び、保持シェルの保持リムと、保定インサートの保定リムと、に対して径方向力が実
質的に作用していないときに、保持シェル内に取り外し可能に保持される。保定インサー
トの保定リムの突起は好ましくは、実質的に平面的な突起支持面を有し、突起支持面の一
部は、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に配置されているとき、及び、保持シ
ェルの保持リムと、保定インサートの保定リムと、に対して径方向力が実質的に作用して
いないときに、保持シェルの保持リムの溝の実質的に平面的な溝支持面の一部と接触し、
突起支持面は、保持シェルに面するその端部に向かって曲線状になっている。保定リムの
突起は有利には、保定インサートが保持シェルのリテーナー内に配置されているときに、
また、径方向力が保定インサートの保定リムに対して保持シェルの保持リムの方向に、及
び／又は保持シェルの保持リムに対して保定インサートの保定リムの方向に作用している
ときに保定インサートが保持シェルと恒久的に連結されるようにして保持シェルの保持リ
ムの溝内に配置されることができるように構成されている。
【００２７】
　保定リムは好ましくは、外表面とは反対側の内表面を有し、内表面は、保定インサート
の端部側に面しない端部に向かって曲線状になっている。好ましくは、保定インサートは
生体適合性の高分子材料、特にポリエーテルエーテルケトンから作製される。好ましくは
、係合溝が上記保定インサートの上記保定リムの上記外表面に形成され、好ましくは上記
保定インサートの上記保定リムの外周全体にわたって延在している。
【００２８】
　本発明の別の更なる態様は、上述した連結装置によって補綴構造体とインプラント構造
体とを連結する方法であって、連結装置の保持シェルは補綴構造体にしっかりと取り付け
られ、インプラント構造体はスナップ係合連結用に構成されたヘッドを有する、上述した
連結装置によって補綴構造体とインプラント構造体とを連結する方法に関する。連結装置
に関して上述したように、これに関連して「インプラント構造体」という用語は継歯も有
する。本方法は、連結装置の保定インサートを、保定インサートが保持シェル内に配置さ
れるまで連結装置の保持シェル内に軸方向に挿入するステップと、補綴構造体を、インプ
ラント構造体のヘッドが連結装置の保定インサートと接触するようにインプラント構造体
に配置するステップと、補綴構造体を、保定インサートがインプラント構造体のヘッドに
対して軸方向に押し付けられるようにインプラント構造体に対して押し付けるステップで
あって、径方向力が、保定インサートの保定リムに対して作用し、それによって、保定リ
ムが保持シェルの保持リムの方向に少なくとも部分的に移動する、押し付けるステップと
を有する。そのような方法によって、補綴構造体は取り外し可能なやり方でインプラント
構造体に比較的容易に、快適にかつ確実に配置又はスナップ嵌めすることができる。同時
に、保定インサートは比較的僅かしか歪まず、比較的容易に取り換えることができる。
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【００２９】
　本発明の更なる他の態様は、保定インサートを上述した連結装置の保持シェルから取り
外す取り付け具に関する。本取り付け具は、保定インサートが保持シェルのリテーナー内
に配置されているときに保定インサートの保定リムの外表面と保持シェルの保持リムの内
表面との間に配置可能であるスリーブ形状の取り外しヘッドを有する。そのような取り付
け具は、保定インサートを傷めることなく保持シェルから保定インサートを単純かつ効率
的に取り外すことを可能にする。好ましくは、取り外しヘッドの内面は円錐状であり、そ
れによって、取り付け具の取り外しヘッドが保定インサートの保定リムの外表面と保持シ
ェルの保持リムの内表面との間に配置されると、保定インサートの保定リムが連結装置の
中心軸の方向に移動する。そのような取り付け具によって、保定リムは内方へ、すなわち
中心軸の方向に弾性的に移動することができるため、保定インサートがもはや保持シェル
内に保持されず、したがって保定シェルから難なく取り出すことができる。特に、保定イ
ンサートの突起が、保持シェルの溝から実質的に完全に出ることができるため、保定イン
サートはもはや保持シェルと連結されない。
【００３０】
　好ましくは、取り付け具の取り外しヘッドの遠位端部は先細（tapered）形状を有する
。そのような取り外しヘッドの先細形状は、取り外しヘッドが保定リムと保持リムとの間
にセンタリングされるとともに容易に挿入されることを可能にする。上記取り外しヘッド
は好ましくは、上記保定インサートの対応する係合溝と係合する係合部分を有する。その
ような係合部分は、保定インサートを保持シェルから簡便に取り出すことができるように
、保定インサートと取り付け具との間に保持力を与えることを可能にする。
【００３１】
　好ましくは、取り付け具は、上記保定インサートの上記保定リム及び上記保定インサー
トの端部側によって形成されるリテーナー内に配置可能な挿入部分を有する取り付けヘッ
ドを有し、そのため、上記保定インサートが上記取り付けヘッドに保持される。そのよう
な取り付け具は、特に好適な取り付け、及び同時に特に好適な取り外しを可能にする。特
に、挿入部分は、保定インサートを取り付け具によって実質的に形状をぴったり合わせて
保持することができるように、保定インサートのリテーナーと対応して形状決めすること
ができる。したがって、上記取り付けヘッドの上記挿入部分の径方向外表面は好ましくは
凸状に湾曲している。好ましくは、取り付け具は細長い基本形状を有し、上記取り付けヘ
ッドは、取り付け具の長手方向端部のうちの一方に配置され、上記取り外しヘッドは、取
り付け具の長手方向端部のうちの他方に配置される。取り付け具のそのような構成は、取
り付け具を適切なコンパクトな形状で提供することを可能にする。
【００３２】
　以下、本発明による連結装置、本発明による保定インサート、本発明による取り付け具
、及び本発明による方法を、添付の図面を参照するとともに実施形態に基づいてより詳細
に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明による第１の実施形態の連結装置の、本発明による第１の実施形態の保定
インサートの斜視図である。
【図２】図１の保定インサートの底面図である。
【図３】図２の保定インサートの線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図４】第１の実施形態の連結装置の第１の実施形態の保持シェルの断面図である。
【図５】図１の保定インサートが図４の保持シェルに意図どおりに配置されている、第１
の実施形態の連結装置の底面図である。
【図６】図５の連結装置の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図７】図６の連結装置の細部Ｂの断面図である。
【図８】本発明による第２の実施形態の連結装置の、本発明による第２の実施形態の保定
インサートの斜視図である。



(12) JP 5679382 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

【図９】本発明による第３の実施形態の連結装置の、本発明による第３の実施形態の保定
インサートの斜視図である。
【図１０】本発明による第１の実施形態の取り付け具の部分断面図である。
【図１１】本発明による第２の実施形態の保持シェル及び第４の実施形態の保定インサー
トを有する、本発明による第２の実施形態の連結装置の底面図である。
【図１２】図１１の連結装置の線Ａ－Ａに沿った断面図である。
【図１３】本発明による第２の実施形態の取り付け具の部分断面側面図である。
【図１４】図１１の連結装置の保定インサートの取り付け中の、保定インサートを受け入
れる前の図１３の取り付け具の或るセクションの側面図である。
【図１５】図１１の連結装置の保定インサートの取り付け中の、保定インサートを受け入
れた後の図１３の取り付け具の上記セクションの側面図である。
【図１６】図１１の連結装置の保定インサートの取り付け中の、保定インサートを図１１
の連結装置の保持シェルに挿入する前の図１３の取り付け具の上記セクションの側面図で
ある。
【図１７】図１１の連結装置の保定インサートの取り付け中の、保定インサートを図１１
の連結装置の保持シェルに挿入した後の図１３の取り付け具の上記セクションの側面図で
ある。
【図１８】図１１の連結装置の保定インサートを図１１の連結装置の断面で示されている
保持シェルに取り付けた後の図１３の取り付け具の上記セクションの側面図である。
【図１９】図１１の連結装置の断面で示されている保持シェルからの図１１の連結装置の
保定インサートの取り外し中の、保定インサートを受け入れる前の図１３の取り付け具の
更なるセクションの側面図である。
【図２０】図１１の連結装置の断面で示されている保持シェルからの図１１の連結装置の
保定インサートの取り外し中の、保定インサートを受け入れた後の図１３の取り付け具の
上記更なるセクションの側面図である。
【図２１】図１１の連結装置の断面で示されている保持シェルからの図１１の連結装置の
保定インサートの取り外し後の、図１３の取り付け具の上記更なるセクションの側面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下の説明において、特定の表現が実用上の理由から用いられているがこれらの表現は
限定的であるものと理解されるべきではない。「右」、「左」、「底部」及び「上部」と
いう用語は、参照する図面における方向を指す。「内方」及び「外方」という用語は、連
結装置、及び連結装置の名前が付けられた部分の幾何学的中心に対し向かう方向又は離れ
る方向を指す。技術用語は、上記で明示的に言及した用語、それらの派生語、及び同様の
意味を有する用語を有する。
【００３５】
　図１は、本発明による第１の実施形態の保定インサート１を示す。実質的にカップ形状
の保定インサート１は、実質的にディスク形状の閉じた端部側１２と、端部側１２の外周
において或る角度で突出している実質的にリング形状の保定リム１１とを有する。保定リ
ム１１は、外表面１１４と、外周方向に互いから等間隔で離間している３つの凹部１１１
と、それらの間に配置されている薄板部分１１２とを有する。凹部１１１は、保定リム１
１の、端部側１２に面しない端部から始まり、保定リム１１の８０％超にわたって端部側
１２の方向に延在している。薄板部分１１２は、保定リム１１の、外表面１１４とは反対
側の内表面を描く内表面を有する。薄板部分１１２の内表面は、保定インサート１の開口
端部に向かって、すなわち保定インサート１の、端部側１２に面しない端部に向かって外
方へ曲線状になっており、そのため対応して湾曲している部分１１３を有する。
【００３６】
　外周全体に沿って延在している段部１４が端部側１２の周縁の上側リムに形成されてい
る。保定リム１１のほぼ中心に、保定リム１１の外表面１１４から径方向に突出している
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とともに保定リム１１の薄板部分１１２の外周全体に沿って延在しているバー形状の突起
１３が設けられている。突起１３は、平面的な径方向外面と、径方向外面に対して直角で
あるとともに端部側１２に面している平面的な上面と、径方向外面に対して直角であり、
端部側１２に面しておらず、かつ突起支持面１３１を描く平面的な底面とを有する。保定
インサート１は全体がポリエーテルエーテルケトンから作製され、代替的には、異なる生
体適合性の高分子材料又は非高分子材料も用いることができる。
【００３７】
　全体的な更なる記載に関して、以下が当てはまる：図を分かりやすくするために或る図
面に参照符号が含まれている場合、かつ、これらの参照符号が記載の直接対応する文章に
おいて言及されていない場合、その図面の前の記載におけるその説明を参照されたい。さ
らに、或る図面に直接関連する記載の文章において参照符号が言及されており、かつ、こ
れらの参照符号が対応する図面に含まれていない場合、前の図面を参照されたい。
【００３８】
　図２は、保定インサート１を底部から、すなわち開口側から示す。図２では、突起１３
が保定インサート１の残りの部分から径方向外方へ突出しているため、図２の図において
突起の突起支持面１３１が完全に見えることが明らかである。また、３つの凹部１１１が
互いに対して約１２０度の角度で外周にわたって等間隔で分散していることが明らかであ
る。さらに、図１と組み合わせると、保定リム１１の薄板部分１１２が実質的にディスク
形状の端部側１２から始まることが明らかである。その内表面はそれぞれ、正の曲率半径
で内方へ湾曲しているとともに負の曲率半径で外方へ湾曲している部分１１３へ遷移して
いる上側部分を有する。
【００３９】
　図３は、保定インサート１の断面図を示す。段部１４が、互いに対して直角に配置され
ている２つの面を有し、これらの面のうちの一方は外方に向いており、他方の面は上部に
向いている。保定リム１１の外表面１１４は、保定インサート１の中心軸１５の方向に内
方へ傾くように端部側１２に対して角度をなしている。外表面１１４及び端部側１２は、
８２度と８５度との間、又は８３度と８４度との間、好ましくは約８３．３度の鋭角を囲
んでいる。
【００４０】
　図４は、実質的にディスク形状の閉じた端部側２２と、端部側２２から外周において角
度をなして突出している実質的にリング形状の保持リム２１とを有する実質的にカップ形
状の保持シェル２の実施形態を示す。保持リム２１は、内表面２１２と、外方へ隆起して
いる外面に形成されている３つのノッチ２１１とを有し、これらのノッチは異なる高さに
配置されているとともに保持リム２１の外周全体に沿って延在している。保持リム２１の
内表面２１２は、端部側２２に対して直角であり、保持シェル２の底部の開口端部に向か
って、外方へ傾いた部分２１３へ遷移している。端部側２２と保持リム２１との間の遷移
部には、中心軸２５に面する平面的な内面と、それに対して直角であるとともに保持シェ
ル２の底部の開口端部に面する平面的な底面とを有する段部２４が設けられている。保持
リム２１の内表面２１２から、保持リム２１に溝２３が形成されており、この溝は、内表
面と、それに対して直角であるとともに端部側２２に面しない底表面と、同様にそれに対
して直角であり端部側２２に面する溝支持面２３１とを有する。保持シェル２は全体がポ
リエーテルエーテルケトンから作製され、代替的には、異なる生体適合性の高分子材料又
は非高分子材料、例えばチタンも用いることができる。
【００４１】
　図５及び図６は、本発明による第１の実施形態の連結装置３を示し、連結装置３は保定
インサート１と保持シェル２とを有する。保定インサート１は、その端部側１２から始ま
って、保定インサート１の段部１４が保持シェル２の段部２４に接触するまで、保持シェ
ル２の開口側を通して保持シェル２内へ挿入される。この挿入中に、保持リム２１の内表
面２１２の傾いた部分２１３が、保定インサート１を保持シェル２に対してセンタリング
及びガイドする働きをする。保定インサート１の中心軸１５及び保持シェル２の中心軸２



(14) JP 5679382 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

５は同じ位置にあり、ともに連結装置３の中心軸を形成する。
【００４２】
　保持シェル２の保持リム２１の内表面２１２を保持シェル２の端部側２２に対して直角
に傾くように形成するとともに、保定インサート１の保定リム１１の外表面１１２を中心
軸１５、２５の方向に鋭角に傾くように形成することによって、底部に向かって、又は連
結装置１の開口側の方向に増大するスペースが保持リム２１の内表面２１２と保定リム１
１の外表面１１２との間に形成される。このスペースによって、保定インサート１の突起
１３が保持シェル２の溝２３内に部分的にのみ嵌まることが可能となる。こうして、保定
インサート１は、保持シェル２内に取り外し可能に保持され、連結装置１はユニットを形
成する。
【００４３】
　図７は、連結装置３の細部を示し、特に、保持シェル２の溝２３と保定インサートの突
起１３との配置が、径方向力が保持シェル２の保持リム２１及び保定インサート１の保定
リム１１に実質的に作用していない状態で詳細に示されている。溝２３の溝支持面２３１
は、中心軸１５、２５の方向に下方へ湾曲している。この湾曲によって、スムーズにかつ
比較的小さな力で突起１３を溝２３から取り出し可能であることが可能となる。こうして
、保定インサート１は、保持シェル２から無理なく容易に取り出すことができる。図７は
、溝２３が突起１３よりも高いことを更に示す。この形状に起因して、溝２３が保定リム
１１の外方への旋回移動の障害とはならず、この理由は、そのような旋回移動中に、突起
１３が外方へ移動するだけでなく僅かに上方へも移動するためである。
【００４４】
　連結装置３を適用することによって、保持シェル２が補綴構造体にしっかりと取り付け
られる。このために、保持シェル２は例えば合成補綴材の鋳造品であるものとすることが
でき、この場合、保持リム２１のノッチ２１１が保持シェル２と補綴構造体との間の確実
なしっかりとした連結に寄与する。さらに、スナップ係合連結用に設計されているヘッド
を有するインプラント構造体が、顎骨に意図どおりに埋入される。補綴構造体とインプラ
ント構造体とを連結する前に、保定インサート１は、保持シェル２内に配置されるか又は
保持されるまで保持シェル２内へ軸方向に移される。保定インサート１は、段部１４及び
突起支持面１３１によって保持シェルの段部２４と溝支持面１３１との間にクランプされ
るため、保定インサート１は、保持シェル２、したがって補綴構造体内に保持される。
【００４５】
　次に、補綴構造体がインプラント構造体に配置され、それによって、インプラント構造
体のヘッドが連結装置３の保定インサート１と接触する。次に、補綴構造体がインプラン
ト構造体に対して押し付けられ、それによって、保定インサート１がインプラント構造体
のヘッドに対して軸方向に押し付けられる。連結装置３は、保定リム１１の外方へ湾曲し
ている部分１１３によってセンタリングされる。さらに、この外方へ湾曲している部分１
１３に沿って増大する径方向力が保定リム１１に対して作用するため、保定リム１１が保
持リム２１の方向に移される。特に、保定リム１１の外表面１１４と保定インサート１の
端部側１２との間の鋭角が、保定リム１１の薄板部分１１２を弾性的に外方へ曲げること
によって鈍角になる。外方へ移動した保定リム１１によって、突起１３が溝２３内に配置
されるため、保定インサート１は保持シェル２と恒久的に連結される。
【００４６】
　補綴構造体がインプラント構造体に配置されると、インプラント構造体のヘッドが連結
装置３内にスナップ嵌めされる。ヘッドは、保定インサート１の保定リム１１の内表面１
１２の、正の曲率半径で内方へ湾曲している部分に囲まれ、ここでヘッドは、中心軸の方
向に作用するとともに保定リム１１の移動によって誘発される、保定リム１１の弾性（el
astic or resilient）力によって保持される。したがって、ヘッドは、これらの弾性力が
大きいほど強く保持される。また、これらの弾性力は、とりわけ、保定インサート１が作
製される材料、並びに保定リム１１の凹部１１１の数及びサイズに依存する。
【００４７】
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　図８は、本発明による第２の実施形態の保定インサート１９を示し、この保定インサー
トは、４つの凹部１１１９を有する保定リム１１９を有すること以外は、上述した保定イ
ンサート１と実質的に同様に設計される。特に、保定インサート１９は、端部側１２９、
及び外表面１１４９を有する保定リム１１９を有し、４つの凹部１１１９は外周方向に互
いに等間隔に離間しており、また薄板部分１１２９が凹部１１１９の間に配置されている
。凹部１１１９は、互いに対して約９０度の角度をなしている。凹部１１１９は、保定リ
ム１１９の、端部側１２９に面しない端部から始まり、保定リム１１９の８０％超にわた
って端部側１２９の方向に延在している。薄板部分１１２９の内表面は湾曲している部分
１１３９を有する。保定インサート１９は、段部１４９と、突起支持面１３１９を有する
突起１３９とを更に有する。保定インサート１９は全体がポリエーテルエーテルケトンか
ら作製される。保定インサート１９は上述した保定インサート１よりも１つ多くの凹部１
１１９を有するため、したがってより柔らかい。この異なる硬さを示すために、保定イン
サート１９は保定インサート１の色とは異なる色を有することができる。
【００４８】
　図９は、本発明による第３の実施形態の保定インサート１８を示し、この保定インサー
トは、６つの凹部１１１８を有する保定リム１１８を有すること以外は、上述した保定イ
ンサート１及び１９と実質的に同様に設計される。特に、保定インサート１８は、端部側
１２８、及び外表面１１４８を有する保定リム１１８を有し、６つの凹部１１１８は外周
方向に互いに等間隔に離間しており、また薄板部分１１２８が凹部１１１８の間に配置さ
れている。凹部１１１８は、互いに対して約６０度の角度になっている。凹部１１１８は
、保定リム１１８の、端部側１２８に面しない端部から始まり、保定リム１１８の８０％
超にわたって端部側１２８の方向に延在している。薄板部分１１２８の内表面は湾曲して
いる部分１１３８を有する。保定インサート１８は、段部１４８と、突起支持面１３１８
を有する突起１３８とを更に有する。保定インサート１８は全体がポリエーテルエーテル
ケトンから作製される。保定インサート１８は上述した保定インサート１及び１９よりも
多くの凹部１１１８を有するため、したがってより柔らかい。この異なる硬さを示すため
に、保定インサート１８は上述した保定インサート１及び１９の色とは異なる色を有する
ことができる。
【００４９】
　図１０は、本発明による第１の実施形態の取り付け具５を示し、取り付け具５は、長手
方向軸５５に関して実質的に回転対称である。取り付け具５は、シャンク形状の円筒形の
第１の部分５３と、シャンク形状の円筒形の第２の部分５４とを有し、これらの部分はグ
リップ５１によって互いに連結されている。第２の部分５４は、グリップ５１に面しない
端部において、スリーブ形状のヘッド５２に遷移している。ヘッド５２は、内面５２１に
よって形成される中空のスペースを有する。内面５２１は円錐状であるため、中空のスペ
ースは第２の部分５４の方向に小さくなっている。ヘッド５２の、第２の部分５４に面し
ない遠位端部５２２が先細形状になっている。
【００５０】
　保定インサートを本発明による連結装置の保持シェルから取り出すために、ヘッド５２
の遠位端部５２２を保定インサートの保定リムと保持シェルの保持リムとの間に挿入する
ことができる。ヘッド５２の内面５２１の円錐形状に起因して、保定リムは次第により内
方へ移されるため、保定インサートは保持シェル内で次第に保持されなくなる。ヘッド５
２が、取り外すのに適切な方法で連結装置に挿入された場合、保定インサートをそのよう
に保持シェルから比較的容易に取り出すことができる。
【００５１】
　図１１及び図１２は、本発明による第２の実施形態の保持シェル２７及び第４の実施形
態の保定インサート１７を有する、本発明による第２の実施形態の連結装置３７を示す。
実質的にカップ形状の保定インサート１７は、実質的にディスク形状の閉じた端部側１２
７と、端部側１２７の外周において或る角度で突出している実質的にリング形状の保定リ
ム１１７とを有する。保定リム１１７は、外表面１１４７と、外周方向に互いから等間隔
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で離間している３つの凹部１１１７と、それらの間に配置されている薄板部分１１２７と
を有する。凹部１１１７は、保定リム１１７の、端部側１２７に面しない端部から始まり
、保定リム１１７の８０％超にわたって端部側１２７の方向に延在している。薄板部分１
１２７は、保定リム１１７の、外表面１１４７とは反対側の内表面を描く内表面を有する
。薄板部分１１２７の内表面は、保定インサート１７の開口端部に向かって、すなわち、
保定インサート１７の、端部側１２７に面しない端部に向かって、外方へ曲線状になって
おり、そのため対応して湾曲している部分１１３７を有する。
【００５２】
　段部１４７が端部側１２７の周縁の上側リムに、外周全体に沿って延在して形成されて
いる。保定リム１１７のほぼ中心に、保定リム１１７の外表面１１４７から径方向に突出
しているとともに保定リム１１７の薄板部分１１２７の外周全体に沿って延在しているバ
ー形状の突起１３７が設けられている。突起１３７は、平面的な径方向外面と、それに対
して直角であるとともに端部側１２７に面する平面的な上面と、それに対して直角であり
、端部側１２７には面しておらず、かつ突起支持面１３１７を描く平面的な底面とを有す
る。突起１３７の下において、係合溝１１５７が保定リム１１７の外表面１１４７上に配
置されている。保定インサート１７は全体がポリエーテルエーテルケトンから作製され、
代替的には、異なる生体適合性の高分子材料又は非高分子材料も用いることができる。
【００５３】
　実質的にカップ形状の保持シェル２７は、実質的にディスク形状の閉じた端部側２２７
と、外周において角度をなしてそれから突出している実質的にリング形状の保持リム２１
７とを有する。保持リム２１７は、内表面２１２７と、外面に形成されている、異なる高
さに配置されているとともに保持リム２１７の外周全体に沿って延在している２つのノッ
チ２１１７とを有する。保持リム２１７の内表面２１２７は、端部側２２７に対して直角
であり、保持シェル２７の底部の開口端部に向かって、外方へ傾いた部分２１３７へ遷移
している。端部側２２７と保持リム２１７との間の遷移部には、中心軸２５７に面する平
面的な内面と、それに対して直角であるとともに保持シェル２７の底部の開口端部に面す
る平面的な底面とを有する段部２４７が設けられている。保持リム２１７の内表面２１２
７から、保持リム２１７に溝２３７が形成されており、この溝は、内表面と、それに対し
て直角であるとともに端部側２２７に面しない底表面と、同様に内表面に対して直角であ
って端部側２２７に面する溝支持面２３１７とを有する。保持シェル２７は全体がポリエ
ーテルエーテルケトンから作製され、代替的には、異なる生体適合性の高分子材料又は非
高分子材料、例えばチタンも用いることができる。
【００５４】
　保定インサート１７は、その端部側１２７から始まって、保定インサート１７の段部１
４７が保持シェル２７の段部２４７に接触するまで、保持シェル２７の開口側を通して保
持シェル２７内へ挿入される。この挿入中に、保持リム２１７の内表面２１２７の傾いた
部分２１３７が、保定インサート１７を保持シェル２７に対してセンタリング及びガイド
する働きをする。加えて、傾いた部分２１３７は、保持リム２１７と保定リム１１７との
間に好適な手段を挿入することを可能にする。保定インサート１７の中心軸１５７及び保
持シェル２７の中心軸２５７は同じ位置にあり、ともに連結装置３７の中心軸を形成する
。保持シェル２７の保持リム２１７の内表面２１２７を保持シェル２７の端部側２２７に
対して直角に傾くように形成するとともに、保定インサート１７の保定リム１１７の外表
面１１２７を中心軸１５７、２５７の方向に鋭角に傾くように形成することによって、底
部に向かって、又は連結装置１７の開口側の方向に、増大するスペースが保持リム２１７
の内表面２１２７と保定リム１１７の外表面１１２７との間に形成される。このスペース
によって、保定インサート１７の突起１３７が保持シェル２７の溝２３７内に部分的にの
み嵌まることが可能となる。こうして、保定インサート１７は、保持シェル２７内に取り
外し可能に保持され、連結装置１７はユニットを形成する。加えて、突起１３７の下に、
保定インサート１７の保定リム１１７の外表面１１２７が突起１３７の上よりも鋭角で配
置されており、これによって、保持リム２１７と保定リム１１７との間への好適な手段の
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更に改善された簡便な挿入が可能となる。
【００５５】
　図１３は、図１１及び図１２に示される保定インサート１７を取り付け、また取り外す
ための、本発明による第２の実施形態の取り付け具５９を示す。図１０に示される取り付
け具５に従った、長手方向軸５５９に関して実質的に回転対称である取り付け具５９は、
その一方の長手方向端部において取り付けヘッド５６９に遷移し、他方の長手方向端部に
おいてグリップ５１９に遷移しているシャンク形状の円筒形の第１の部分５３９を有する
。取り付けヘッド５６９は、円筒形の中間部分５６２９へ遷移する近位円錐部分５６１９
を有する。取り付けヘッド５６９は、中間部分５６２９に隣接して、中間部分５６２９よ
りも小さい直径を有する円筒形の更なる部分５６３９を有し、それによって、中間部分５
６２９及び更なる部分５６３９がともに制限ストッパー（stop）を形成する。取り付けヘ
ッド５６９の遠位端部に向かって、更なる部分５６３９は、凸状に湾曲している径方向外
表面を有する実質的に円筒形の挿入部分５６４９に遷移する。
【００５６】
　取り付け具５９は、その一方の長手方向端部において取り外しヘッド５２９に遷移して
おり、他方の長手方向端部においてグリップ５１９に遷移しているシャンク形状の円筒形
の第２の部分５４９を更に有する。取り外しヘッド５２９は、遠位方向に開口している中
空の内部を有する。取り外しヘッド５２９の中空の内部は、外方へ円錐状に広がった第１
の部分５２１９と、円筒形の第２の中間部分５２２９と、外方へかつ開口の方向に狭まる
係合部分５２３９とによって形成される。
【００５７】
　図１４に示されるように、保定インサート１７を取り付けるために、取り付け具５９は
、その取り付けヘッド５６９が保定インサート１７の開口側に面するとともに開口側から
軸方向に離間した状態で配置される。その後、図１５に示されるように、挿入部分５６４
９、及び取り付けヘッド５６９の更なる部分５６３９も少なくともほとんどの部分が、保
定インサート１７のリテーナー内に圧入される。それによって、保定インサート１７の保
定リム１１７の凹部１１１７が、取り付けヘッド５６９の挿入部分５６４９の弾性的な受
け入れを可能にする。挿入部分５６４９の径方向外表面の凸状の湾曲が保定インサート１
７の凹状に湾曲している薄板部分１１２７に適合していることによって、保定インサート
１７は、径方向力が保定インサート１７の保定リム１１７に対して実質的に作用すること
なく、かつそれを外方へ移動させることも変形させることもなく、取り付け具５９の取り
付けヘッド５６９に保持される。
【００５８】
　その後、保定インサート１７は、取り付け具５９の回りで自由に移動が可能であり、取
り付け具５９と一緒に適切に位置決めすることができる。特に図１６に示されるように、
連結装置３７の保持シェル２７の開口側において軸方向に離間して配置される。図１７に
示されるように、保定インサート１７は、取り付け具５９によって保持シェル２７内に圧
入される。保持シェル２７内で、保定インサート１７の突起１３７が保持シェル２７の溝
２３７の内部に部分的に嵌まる。この位置では、保定インサート１７は、一方では、取り
付け具５９の取り付けヘッド５６９の挿入部分５６４９と相互作用する保定インサート１
７の薄板部分１１２７によって保持され、他方では、保持シェル２７の溝２３７内に部分
的に嵌まっている保定インサート１７の突起１３７によって保持される。それによって、
保持シェル２７と保定インサート１７との間の保持力が、取り付け具５９と保定インサー
ト１７との間の保持力よりも大きくなる。したがって、図１８に示されるように、取り付
け具５９は、保定インサート１７から簡便に引き抜くことが可能であり、この場合、保定
インサート１７は保持シェル２７内に留まる。この位置では、保定インサート１７は保持
シェル２７に取り付けられている。
【００５９】
　図１９に示されるように、保定インサート１７を取り外すために、取り付け具５９は、
その取り外しヘッド５２９が保定インサート１７の開口側に面するとともにそれから軸方
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向に離間した状態で配置される。その後、図２０に示されるように、係合部分５２３９、
及び部分的に取り外しヘッド５２９の中間部分５２２９も、保持シェル２７の保持リム２
１７と保定インサート１７の保定リム１１７との間に押し込まれる。それによって、係合
部分５２３９が保定リム１１７の係合溝１１５７内に係合され、保定インサートが取り付
け具５９に保持される。この位置では、保定インサート１７は、一方では、保定インサー
ト１７の突起１３７が保持シェル２７の溝２３７内に部分的に嵌まることにより、他方で
は係合部分５２３９が係合溝１１５７内に係合されることにより、保持される。それによ
って、保持シェル２７と保定インサート１７との間の保持力が、取り付け具５９と保定イ
ンサート１７との間の保持力よりも小さくなる。したがって、図２１に示されるように、
取り付け具５９は、保定インサート１７とともに、保持シェル２７から簡便に引き抜くこ
とができる。この位置では、保定インサート１７は保持シェル２７から取り外されている
。
【００６０】
　本発明を図面及び対応する説明に基づいて例示するとともに詳細に説明したが、この例
示及びこの詳細な説明は、説明的かつ例示的なものとして理解されるべきであり、本発明
を限定するものとして理解されるべきではない。当業者が、添付の特許請求の範囲の範囲
及び主旨から離れることなく変更及び適合を行うことができることが自明である。特に、
本発明は、種々の実施形態と関連して上述で又は後述で言及されるか又は示される特徴の
任意の組み合わせを有する実施形態も有する。
【００６１】
　本発明は、図面の個々の特徴も有し、これらは、他の特徴と関連して図面に示されてい
る場合であっても、及び／又は上述で若しくは後述で言及されない場合であっても含まれ
る。図面に記載されている実施形態、並びにそれらの説明及び個々の特徴は、本発明の主
題から除外することもできる。
【００６２】
　さらに、用語「有する」及びその派生語は、他の要素又はステップを除外しない。加え
て、数量を特定していないものは、複数であることを除外しない。特許請求の範囲におい
て言及される幾つかの特徴の機能は、ユニットによって遂行することができる。特徴又は
値と関連する用語「実質的に」、「約」、「ほぼ」等は、特に、厳密にその特徴又はその
値も規定する。特許請求項における全ての参照符号は、特許請求の範囲の範囲を限定する
ものとして理解されない。
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